
内
閣
衆
質
一
五
五
第
三
四
号

平
成
十
五
年
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

三

四

号



衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
昭
和
六
年
に
施
行
認
可
の
公
告
が
あ
っ
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
経
済
社
会
の
混
乱
の
中
で
資
金
不
足
が

生
じ
た
こ
と
、
施
行
地
区
内
の
土
地
に
つ
い
て
土
地
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
解
決
に
時
間
を
要
し
た
こ

と
等
に
よ
り
、
事
業
が
長
期
化
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
当
該
事
業
は
、
御
指
摘
の
と
お
り
旧
憲
法
下
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
行
憲
法
の
施
行
後
は
、

そ
の
趣
旨
に
の
っ
と
っ
て
施
行
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
三
の
�
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
実
施
の
前
提
と
し
て
都
市
計
画
の
決
定
が
必
要
で
あ
る

と
こ
ろ
、
都
市
計
画
の
決
定
に
際
し
て
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
お
い
て
、
公
聴
会
の
開
催
、

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
等
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
お
い
て
、
事
業
計
画
又
は
換
地
計
画
の
決
定
に
際
し
て
、

事
業
計
画
又
は
換
地
計
画
の
縦
覧
、
利
害
関
係
者
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
等
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
事
業
の
立
ち
上

一



げ
段
階
か
ら
事
業
の
実
施
段
階
ま
で
の
各
段
階
に
お
い
て
、
住
民
の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
事
業
は
、
施
行
地
区
内
の
住
民
、
企
業
等
の
権
利
者
全
員
が
か
か
わ
る
事
業
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
当
該
住
民
、
企
業
等
が
事
業
の
内
容
や
効
果
を
十
分
に
把
握
し
た
上
で
、
自
ら
主
体
的
に
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
、

事
業
の
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
三
十
年
以
上
を
経
て
も
事
業
が
終
了
し
て
い
な
い
地
区
の
中
に
は
、
仮
換
地
の
指
定
や
建
築
物
等
の
移
転
等
に

伴
う
損
失
補
償
に
つ
い
て
の
関
係
権
利
者
と
の
合
意
形
成
の
難
航
に
よ
る
ほ
か
、
換
地
処
分
が
な
さ
れ
た
後
の
清
算
金
の
徴

収
に
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
等
に
よ
り
事
業
が
長
期
化
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
事
業
の
長
期
化
の
理
由
は
個
々
の
事
業
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
「
土
地
区
画
整
理
事
業
そ
の
も
の

が
破
綻
し
て
お
り
、
運
用
に
耐
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
及
び
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
の
組
織

及
び
運
営
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
十
一
号
。
以
下
「
審
議
会
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に

二



お
い
て
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
市
町
村
長
を
代
表
す
る
者
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
市
町
村
の
議
会
の
議
長
を
代

表
す
る
者
に
つ
き
、
都
道
府
県
知
事
が
任
命
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
住
民
代
表
で
あ
る
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
等
か

ら
任
命
さ
れ
る
こ
と
で
、
住
民
の
意
見
は
間
接
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
よ
り
住
民
に
近
い
立
場
に
あ
る
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
審
議
会
令
第
三
条
第
一
項
に
お

い
て
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
及
び
市
町
村
の
議
会
の
議
員
に
つ
き
、
市
町
村
長
が
任
命
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
住
民
代

表
で
あ
る
市
町
村
の
議
会
の
議
員
か
ら
任
命
さ
れ
る
こ
と
で
、
住
民
の
意
見
は
間
接
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
同
条
第

二
項
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
住
民
を
委
員
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
住
民
の
意
見
を
直
接
反
映

す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

国
と
し
て
は
、
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
及
び
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
の
委
員
の
任
命
は
、
都
道
府
県
知
事
及
び
市

町
村
長
に
よ
っ
て
、
審
議
会
令
に
基
づ
き
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

事
業
評
価
監
視
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八

十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
、
評
価
の
客
観
的
か
つ
厳
格
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
学
識
経
験
を
有
す
る

者
の
知
見
の
活
用
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
趣
旨
を
踏
ま
え
、
「
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
再
評
価
実
施
要
領
」
（
平

三



成
十
三
年
七
月
六
日
付
け
国
土
交
通
事
務
次
官
通
達
。
以
下
「
再
評
価
実
施
要
領
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
学
識
経
験
者

等
の
第
三
者
を
任
命
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
当
該
委
員
会
に
お
い
て
は
、
地
元
情
勢
の
変
化
等
を
再
評
価
の
視
点
と
し
て

審
議
を
行
い
、
事
業
実
施
者
に
対
し
意
見
の
具
申
を
行
う
も
の
と
し
て
い
る
。

国
と
し
て
は
、
事
業
評
価
監
視
委
員
会
の
委
員
の
任
命
は
、
再
評
価
の
客
観
性
及
び
そ
の
厳
格
な
実
施
の
確
保
の
観
点
か

ら
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

公
共
事
業
に
関
す
る
諸
法
律
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
性
格
や
住
民
の
権
利
関
係
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
等

に
応
じ
、
事
業
計
画
の
縦
覧
や
公
聴
会
の
開
催
等
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
行
の
法
制
度
に
お
い
て

も
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
切
な
運
用
に
よ
り
、
説
明
責
任
の
向
上
が
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

再
評
価
実
施
要
領
に
よ
れ
ば
、
再
評
価
の
実
施
主
体
の
長
は
、
再
評
価
の
実
施
に
当
た
り
第
三
者
の
意
見
を
求
め
る
諮
問

機
関
と
し
て
、
事
業
評
価
監
視
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
事
業
評
価
監
視
委
員
会
か
ら
意
見
の
具
申
が
あ

っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
最
大
限
尊
重
し
、
対
応
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
も
、
引
き
続

四



き
再
評
価
実
施
要
領
に
基
づ
き
、
事
業
評
価
監
視
委
員
会
の
意
見
を
最
大
限
尊
重
し
、
適
切
に
評
価
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
所
管
の
公
共
事
業
に
関
し
て
は
、
再
評
価
実
施
要
領
に
基
づ
き
、
事
業
採
択
後
五
年
が
経
過
し
た
時
点
で
未

着
工
の
事
業
、
事
業
採
択
後
十
年
が
経
過
し
た
時
点
で
継
続
中
の
事
業
、
再
評
価
実
施
後
一
定
期
間
が
経
過
し
て
い
る
事
業

等
に
つ
い
て
、
事
業
の
継
続
に
当
た
り
必
要
に
応
じ
そ
の
見
直
し
を
行
う
ほ
か
、
事
業
の
継
続
が
適
当
と
認
め
ら
れ
な
い
場

合
に
は
事
業
を
中
止
す
る
も
の
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
再
評
価
実
施

要
領
に
基
づ
き
、
適
切
に
評
価
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
「
施
行
者
は
、
換
地
処
分
を
行
う
前
に
お
い
て
、
土
地
の
区
画
形

質
の
変
更
若
し
く
は
公
共
施
設
の
新
設
若
し
く
は
変
更
に
係
る
工
事
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
又
は
換
地
計
画
に
基
づ
き
換

地
処
分
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、施
行
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
仮
換
地
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
仮
換
地
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

御
指
摘
の
よ
う
に
地
方
公
共
団
体
の
現
在
の
運
用
状
況
が
土
地
区
画
整
理
法
の
趣
旨
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
解
さ
れ

五



な
い
。

な
お
、
御
指
摘
の
「
判
例
概
説
・
土
地
区
画
整
理
法
」
の
記
載
は
、
大
阪
地
方
裁
判
所
昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
一
日
判

決
（
行
集
三
十
巻
二
号
二
百
五
十
五
頁
）
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
判
決
の
内
容
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
四
年
八
月
二
十
七
日
内
閣
衆
質
一
五
四
第
一
五
八
号
）
八
に
つ
い
て
で
引
用
し
た
最
高

裁
判
所
昭
和
六
十
年
十
二
月
十
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

六


